
資格情報のお知らせについて(令和6年9月28日以降加入者対象）

令和6年9月28日以降加入者の方への「資格情報のお知らせ」についてご案内いたします。

1　送付対象・送付時期・仕様

ﾏｲﾅ保険証の有無を問わず、全加入者に発行送付します。

①令和6年9月28日～令和6年12月1日加入者、内容変更者

令和6年12月初旬に紙(A4サイズ）で送付します。

②令和6年12月2日以降加入者、内容変更者

資格取得届・扶養異動届（追加）等を健保組合が受付し、加入者情報の登録が終わった後、

受付後およそ5稼働日以内目安に、紙（A4サイズ）で送付します。

※令和6年9月27日時点加入者の方への資格情報のお知らせは、電子給与明細と同じWEB上に

　令和6年10月1日掲載済です。その際のご案内を確認いただき、電子明細をご利用ください。

2　利用方法

・ 各種保険手続きの際に必要な記号番号の確認

・ ｵﾝﾗｲﾝ資格確認が利用できない医療機関を受診する際、資格情報のお知らせとﾏｲﾅ保険証を提示

することで、保険診療を受けられます。

※ 資格情報のお知らせのみで医療機関を受診することはできません。ﾏｲﾅ保険証または資格確認書が必要です。

4　資格情報のお知らせの回収

資格喪失時、内容変更時に資格情報のお知らせの回収はいたしません。ご自身で適切に処分ください

5　再交付

滅失棄損による再交付をご希望の場合は、再交付申請が必要です。
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